
 

 

2023 年 9 月 15 日  

  

 

【医療関連事業】連携協定締結についてのお知らせ 

大塚製薬 全国精神保健福祉相談員会と精神保健事業に関する連携協定を締結 

 

 

大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：井上 眞、以下「大塚製薬」）は、9 月 14 日に全国精

神保健福祉相談員会（事務局：埼玉県、会長：篠崎 安志、以下「全精相」）と精神保健事業に関する連携協

定を締結しました。本協定を通じて、全国の自治体における精神保健福祉相談員の資質向上や国民のメン

タルヘルスの推進及び地域共生社会の実現を目指します。 

 

 
締結式の様子 

左より全精相会長 篠崎安志氏  大塚製薬常務執行役員 及川明朗 

 

全精相*は全国の保健所、精神保健福祉センター、市町村などの自治体職員を中心とした精神保健福祉

業務に従事する公務員等で構成される任意団体です。精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に 

応じるほか、精神障害者やその家族等を訪問して、必要な指導や援助を行うなどの役割を担っています。 

2024 年 4 月に予定されている改正精神保健福祉法の施行により、自治体職員が実施する精神保健に関

する相談支援の対象が、精神障害者に加えて精神保健に課題を抱える方まで拡大するなど、対応する精神

保健福祉の範囲が広がることから、自治体には精神保健福祉の相談支援に対応できる人材の育成や、  

医療との連携の促進、地域間格差の解消などの早急な対応が求められます。 

 

このたびの連携協定締結により、大塚製薬がこれまで培ってきた精神科領域における健康情報やノウハ

ウを活かし、セミナーをはじめとする学ぶ機会の提供・支援や、自治体と医療の橋渡し、全国の自治体の情

報共有のサポートなどを通じて自治体が抱える課題解決に寄与し、精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの推進を通じて地域共生社会の実現を目指します。 

 

本協定では、次の事項について連携・協働します。 

(1) 全国自治体における精神保健福祉従事者の資質向上に関すること 

(2) 全国自治体における国民のメンタルヘルスの推進及び地域共生社会の実現に関すること 

(3) その他、本協定の目的の達成のため必要と認め、双方の合意が得られたこと 



  

  

 

 

大塚製薬は、47都道府県をはじめとする全国の自治体と健康に関する包括的な連携協定を締結し、地域

ごとに異なる課題に対してトータルヘルスケア企業として幅広く専門的な情報提供や取り組みを行っていま

す。今後も重点領域である精神科領域における知見やノウハウを活かし、自治体や各団体と連携して地域

の方々と共に健康づくりを推進しています。 

 

* https://www.zenseisou.com/home 

 
 

会社概要  

 

大塚製薬株式会社 （Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.） 

 

設 立 1964年 8月 10日 

資 本 金 200億円 

代 表 者 代表取締役社長  井上 眞（いのうえ まこと） 

本 社 所 在 地 〒101-8535東京都千代田区神田司町 2丁目 9番地 

従 業 員 数 5,761名（2022年 12月 31日現在）  

事 業 内 容 医薬品・臨床検査・医療機器・食料品・化粧品の製造、製造販売、販売、輸出並びに輸入 

https://www.zenseisou.com/home

